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質問 

共用部分電力の小売電気事業者を変更する場合の決議は、総会決議ですか、理事会決

議ですか。また、専有部分における小売電気事業者の変更時については、管理組合と

して対応する必要がありますか。 

 

  回答 

電力小売自由化後は契約内容によって電気料金が変わり収支予算にも影響してくるこ

と、更にマンション標準管理規約では総会決議事項として「その他管理組合の業務に

関する重要事項」が規定されていることから、共用部分の小売電気事業者を変更する

場合は総会決議が必要であり、その際の決議要件は標準管理規約第47条第3項に規定す

る特別決議事項には該当しないことから普通決議と考えられます。 

なお、小売電気事業者は変更せず料金プランのみを変更するような場合には、例えば、

電力契約を決定する当初の総会決議において「契約事業者との契約における料金プラ

ンで、管理組合にとって従前より有利な条件となる場合は、その決定は理事会に付託

する」等とし、従前より有利な料金プランへの変更は理事会で決議できるようにする

ことも考えられます。 

 

また、専有部分の小売電気事業者を変更する場合には専有部分電力メーターの変更が

伴いますが、共用部分への影響がないことから総会決議等は不要であり、各戸の判断

に依ることとなります。 
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